
 

 

監査委員公表第２号 

  地方自治法第１９９条第４項の規定により，令和３年１月に定期 

監査を執行したので，同条第９項の規定により，その結果を，次のと

おり公表する。 

   令和３年１月２９日 

           海田町監査委員     永 海 房 雄 

           海田町監査委員     前 田 勝 男 

  



 

 

 

海 監 査 第 ５ １ 号  

  令 和 ３ 年 １ 月 ２ ８ 日  

 

 海 田 町 長 様 

 （総務部総務課）         

 

                                        海田町監査委員 

 

定期監査の結果について（報告） 

 

 地方自治法第１９９条第４項の規定に基づき，令和３年１月に実施した定期監査の

結果を，同条第９項の規定により別紙のとおり報告します。 

 なお，同条第１４項の規定により，当該監査の結果に基づき，又は結果を参考とし

て措置を講じたときは，速やかにその旨を監査委員に通知してください。この通知を

受けた場合は，講じた措置の内容を公表します。 

 

  



 

 

定期監査報告書 

 

第１ 準拠基準 

   海田町監査基準 

第２ 監査の種類 

   定期監査（地方自治法第１９９条第４項） 

第３ 監査の対象及び対象期間 

（1）監査の対象 福祉保健部 

 （2）対象期間  令和２年度（ただし，必要に応じて令和元年度以前を含む。） 

第４ 監査の着眼点及び実施内容 

財務に関する事務の執行が，関係法令に適合し，正確に行われ，最小の経費

で最大の効果を挙げるようにし，その組織及び運営の合理化に努めているかを主

眼に，関係書類を抽出調査するとともに，関係職員から説明を聴取し，監査を実

施した。 

第５ 監査の実施場所及び日程 

（1） 実施場所  海田町役場委員会室 

（2） 日  程  令和３年１月１２日・１５日 

第６ 監査の結果    

   福祉保健部における財務事務については，おおむね適正と認められた。 

   なお，指摘すべき事項等（以下「指摘事項等」という。）があったため，以下

に記載する。指摘事項等については，関係法令等を再度確認し，適切な措置を

講じられたい。 

 

監査対象部署 福祉保健部 

所管課等 【指摘事項等】 

保健センター  新型コロナウイルス感染拡大防止医療機関応援事業補助金

の医療機関から提出された実施計画書について，具体の品目

及び金額が記載されたものと補助対象費目に金額のみが記載

されたものが見受けられた。金額のみが記載されたものにつ

いては，担当者で聞き取りを行って内容を確認したとのこと

であるが，聞き取った内容を補助金申請一件に添付するとと

もに，具体の内容の記載について指導されたい。 



 

 

がん検診無料クーポン等印刷製本業務について，4 月 24 日

が契約締結日であるにもかかわらず，支出負担行為の起票日

が 4 月 22 日，また，契約履行届が 5 月 22 日に提出されてい

るのに，納品書の日付が 5月 27日となっていた事例が見受け

られた。財務事務の徹底を図られたい。 

社会福祉課 第３次障がい者基本計画等策定事業の策定委員会委員の講

師等謝礼について，11月末現在で予算未執行となっている。6

月，9月及び 11月の 3 回分をまとめて 12月に支払いをしたと

のことであったが，委員会開催の都度，支払うよう改められ

たい。 

こども課 

(つくも保育所) 

海田町保育所運営規則（昭和 50年海田町規則第 17号）第 8

条に，「所長は，毎年度始めに，その年度において実施すべき

保育計画を定め，町長に報告しなければならない。」と規定さ

れているが，起案決裁がされていないとのことであった。規

定どおり町長までの決裁とされたい。 

 また，同規則第 16条に備付帳簿として「保育所の沿革に関

する記録」が規定されているが，同記録が見当たらないとの

ことであった。施設の歴史を知る上でも必要と思われるので，

これに代わる要覧等の作成について検討するとともに，規則

の見直しについても検討されたい。 

こども課 

(ひまわりプラザ) 

食育リーフレット作成の契約締結日が 9月 10日となってい

るにもかかわらず，支出負担行為が 9月 29日に起票されてい

た事例が見受けられた。契約締結後速やかに事務処理された

い。 

 かいた版ネウボラ事業の玩具購入について，年度当初に単

価契約を締結しているにもかかわらず，購入の都度，業者に

契約履行届を提出させているが，すでに単価契約を締結して

いることから，支出負担行為の起票で事務処理可能と考える。 

こども課 保育所対策総合支援事業費補助金について，9月 18日に交

付決定通知を受理しているにもかかわらず，同補助金が入金

後の 10月 1日に調定調書を起票していた事例が見受けられ

た。交付決定受理後速やかに事務処理されたい。 



 

 

児童クラブ管理運営費の備品購入費について，新型コロナ

ウイルス感染拡大防止のため，9月に 800万円増額補正予算を

行っているが，11 月末現在で約 630 万円が未執行となってい

る。予算要求時点で購入品目等は検討しているはずであり，

補正予算の目的を考慮すると予算成立後速やかに執行される

べきものと考える。予算計上の目的等を理解のうえ，適切な

予算執行に努められたい。 

 

長寿保険課 介護保険特別会計（保険事業勘定）の海田町・坂町通所型

サービス C 事業業務委託について，仕様書に基づいて委託先

である社会福祉法人恩賜財団済生会支部広島県済生会に対

し，5 月 20 日に委託料 3,839,756 円を前金払いしている。し

かし，契約約款第 9条及び第 10条の規定によれば，事業完了

後町長に実施報告書を提出し，検査に合格したのちに支払う

こととなっており，前金払いは出来ないこととなっている。

これは，業務委託の標準契約約款を使用していることが原因

と考えられることから，契約約款を業務内容に即した条文に

改正されたい。 

 


